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H24.9.28資料 

１ りんごほっぺの考え 

過日いただいた回答書に「現在市場に流通している食材は安全が確認されたものであり、その食材を使用して長

野市の学校給食における放射性物質による健康被害はないものと考えます」とありました。しかし、原子力安全・保

安院が発表した放射性物質の放出量から、いまだ食品の安全性は確立していないため、私たちは食品に関して国

の暫定基準値の下で市場に流通している食材を安全なものと考えていません。 

理由 

（１） 人工的な放射性物質による低線量被ばくが、人体にどのような悪影響を与えるのかが明らかになっていない。 

 

（２） チェルノブイリ原発事故後の調査で、放射性物質はどんなに微量でも細胞を損傷させ、少量摂取でもそれが慢

性的に続くことで体内に放射性物質が蓄積され、様々な病的な症状が現れる危険性が高くなることが明らかに

なっている（グラフ参照：ベラルーシのユーリ・バンダジェフスキー博士の論文より）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 市場の食材は、放射性物質であるセシウムが１００Bq/kg 以下であれば、たとえ９９Bq/kg であっても、安全なものと

して流通してしまっている。例え不検出であっても、下限値が高い場合が多い。 

 

（４） 市場に出回っているもの全てを行政が検査しているわけではない（あくまでもモニタリング）ことに加え、給食に使わ

れる放射性物質の検査が１センターあたり月２～３回程度と少ない（保育園についてはそれ以下）。 

 

給食は、小学校に入学してから中学校を卒業するまで９年間食べ続ける大切なものです。細胞分裂が盛んな育ち

盛りの子どもに何を食べさせるかということは大変重要な問題であり、大人の責任です。震災前なら、栄養のバランスや

量、質に気を付ければよかったのですが、震災後は、放射性物質の摂取についても気をつけなければならなくなりました。

子どもたちを放射能汚染から守るために現状をしっかり理解し、今私たちにできることを一緒に考えていけたら幸いです。 

１０００Bq を１回摂取するよりも、1 日に

１０Bｑの放射性セシウムを継続的に摂

取した方が体内残存量は多くなります。 

 

毎日 1Bqを仮に 400日間摂りつづけると、１日に 1Bq しか摂取し

ていなくても、約２００Bq がずっと体内に残ったままになり、６０％

の子どもに心電図の異常が出るという IAEAのデータがあります。 

（Bq/kg）  
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２ 質問 

（１） 国は平成 23 年 11 月 30 日、学校給食に含まれる放射性物質を「1 キログラム当たり 40 ベクレル以下」とする安全

の目標を定め、長野県を含む東日本の 17都県に通知しましたが、市場で流通する食品は 100bq/kg以下だと思い

ます。給食の食材は、40bq/kg以下をどのように確認しているのでしょうか。 

 

（２） 毎月 2 回の入札（見積）を経て、市の指名競争参加者名簿に登録されている事業者より、食品の品質や安全性

を重視した仕入れを行っているそうですが、具体的に誰が事業者を選定するのでしょうか。 

 

（３） 納入業者が提出する産地証明書及び放射線検査証明書はどのような検査をしているのでしょうか（特に測定機器

や検出下限値など）。 

 

（４） 加工品について、材料となる食材のそれぞれの産地の確認まで行っているのでしょうか。 

 

（５） 放射性物質を検出していない（不検出）安心な食材を提供できる事業者の情報を、センター間や栄養士の方で

共有していますか。 

 

３ 給食改善の提案（要望） 

（１）回答書の仕入れ先や業者の決め方について、「食品の品質や安全性を重視した仕入れを行っている」とありますが、

産地、入札業者（製造メーカー）などをきちんと調べ、積極的に開示（HP で公開）する。また、心配される食材につ

いてだけでも献立表に産地を明記し、保護者が食べるかどうかを判断できるようにする。  

 

（２）事業者選定の際の参考にできるように安全な食材を提供できる事業者をデータベース化して安全性を高める。 

※大町市では、産地だけでなく生産者のレベルまで記録し、信頼できる事業者をデータベース化している。 

 

（３） 基準値以下だから安全なのではなく、放射性物質が検出されなかったことが証明されている食材を使用する。また

安全を保障する証明書を開示する。 

 

（４） 給食食材について、魚や加工品なども積極的に検査する。 

 

（５） 汚染された可能性がある地域で生産された食材を使用しない。【資料１、２】 

 

（６）食材の検査においては、移行係数や産地を考慮し、安全性が低いと考えられる食材を検査する。【資料 1，2，３，4】 

 

（７）放射性物質が不検出（ゼロ）のきのこ以外、きのこ類は使用しない。【資料５、６】 

 

（８）できる限り、北海道より南の太平洋が産地となる魚は使用しない。  

（９）材料の安全性が不確かな練り物などの加工品は使用しない。 

（１０）ブルーベリージャムや抹茶パン、スキムミルクなどは使用しない。【資料４、７】 

マイワシ（千葉）セシウム 0.3ｂｑ ウラン 238

娘核種 23410bq/kg  pa234m23bq/kg 
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【資料１】 文部科学省発表による汚染地図 

 

【資料２】都道府県別汚染危険度 

※東京被曝対策情報 HP より抜粋（http://hibakutokyo.com/）＞ 

汚染危険度 都道府県名 備考 

極めて高い 福島県（会津地方除く） 福島県は一部作付制限あり。 

高い 福島県（会津地方）、宮城県、

栃木県、群馬県、茨城県 

宮城、栃木、群馬、茨城の 4県は市町村により大きな差異があるが、

いずれも高濃度汚染地が一部に含まれているため、最大汚染可能

性を考慮。特に宮城県の南部、栃木県の那須塩原・日光地域、群

馬県の沼田・水上地方以北に注意。 

やや高い 岩手県、山形県、新潟県、埼

玉県、東京都、千葉県、神奈

川県 

岩手県は一部ホットスポットあり。埼玉県、千葉県、東京都の一部（東

葛エリア）は汚染度高い。 

中程度 長野県、山梨県、静岡県、秋

田県 

長野県は東部の一部（軽井沢、佐久付近）以外は汚染度低い。（千

曲川沿いに薄い汚染が広がり、長野市近辺も低濃度に汚染されて

いる。松本・安曇野は汚染度低い。）。静岡県西部は汚染度低い。

ただし伊豆東部（特に伊東）の汚染に注意。秋田県は瓦礫の焼却が

盛んなため「低い」からランクダウン。（以下、2012年 7 月追記） 

低い 北海道、青森県 北海道の汚染度はゼロではないものの、ほぼ問題ないレベル。 

ほぼ安全 愛知県、岐阜県、富山県以西  

http://hibakutokyo.com/
http://savechild.sub.jp/wp-content/uploads/2011/12/3456-big.gif
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【資料３】今年度、長野市学校給食センターが測定した食品（産地）一覧 

検査日 第一センター 第二センター 第三センター 

４月 ９日 長ネギ（埼玉） 大根（千葉） 白菜（茨城） 

  １２日 チンゲン菜（群馬） 長ネギ（埼玉） きゅうり（群馬） 

  ２０日 冷凍いんげん（北海道）  ほうれん草（茨城） 

５月１１日 ほうれん草（群馬） キャベツ（茨城） 長ネギ（埼玉） 

  １６日 ピーマン（茨城） にんじん（徳島） 玉ねぎ（愛知） 

  ２４日 パセリ（長野）  チンゲン菜（埼玉） 

６月 ８日 きゃべつ（長野） 玉ねぎ（群馬） 長ネギ（茨城） 

  １３日 いんげん（長野） えのきだけ（長野） きゅうり（長野） 

  ２１日 にんじん（茨城）  パセリ（長野） 

７月 ５日 長なす（茨城） にんじん（千葉） ピーマン（茨城） 

  １０日 白菜（長野） 長ネギ（群馬） みつば（群馬） 

１８日 水菜（茨城）  とうがん（神奈川） 

２６日   大根（北海道） 

８月２４日 トマト（長野） とうがん（長野）  

  ２９日 チンゲン菜（長野） きゃべつ（長野） セロリ（長野） 

９月 ５日 にら（山形）  きゃべつ（長野） 

  ２１日 なす（長野） 大根（北海道） 長ネギ（長野） 

  ２６日 グリンピース（鹿児島） 里芋（千葉） ほうれん草（岩手） 

※これまでに検出されたもの ４月１９日 東御市滋野小 れんこん（茨城）３５Bq 

              ６月 ５日 木曽町三岳保育園 れんこん（茨城）２２Bq 

 

【資料４】 移行係数について  ※東京被曝対策情報 HP より抜粋（http://hibakutokyo.com/）＞ 

移行係数というのは研究機関によって異なることから、単純に野菜ごとに決まった値があるわけではないことに注意

が必要です。以下に内部被曝対策という観点から、野菜・果物・穀物を選択する際の重要な点をまとめました、

時間の無い方はこちらだけご覧ください。 

①米は白米を中心に食すこと。玄米は汚染されていないことが確実なもののみ食すこと。小麦は米よりも汚染が可

食部に残り易いため注意。（小麦は多少味が落ちても入手が容易な外国産をお勧めします。） 

②イモ類、豆類は移行係数が高い傾向にあり、特に産地に注意すること。（幸い、イモ類、豆類は傷みにくいことか

ら、九州産を入手するのは容易です。）  

③葉物野菜は比較的移行係数が高い傾向にあることに加えて、降下物（雨等）の影響を受けやすいので注意す

る。 

④キノコ類、カラシナ、アブラナ科、ヒユ科の植物、ベリー科の果物は極力避ける。（特に極めて汚染されやすいキ

ノコ類に注意） 

⑤果物は移行係数が低く、比較的安心（ただし、ブルーベリー等のベリー類、みかん等の柑橘類は移行係数が

高めなので注意）。 

 

http://hibakutokyo.com/
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【資料５】  安全性を危惧して自主基準を設けたり独自検査を行ったりしている市区町村等 

市区町村 取り組み 補足 

安曇野市 

駒ケ根市 

松本市 

市の方針として、食材から放出され

る放射線の数量を測定し、自然界

の放射線数と比較してその多少に

より、食材の安全性を再確認するこ

とで、４０bq以下を事前に確認。 

 

測定機器は、日立アロカメディカル(株)社製 表面

放射線測定器 GM サーベイメーター model TGS－

146B（β線測定機器）を使用。 

駒ケ根市は３２万円で購入。７時半に納入業者か

ら食材を受け取り毎朝検査している。原則として東

北６県に関東と地元食材を検査。 

大町市 基準値 40bq以下を設置 

群馬県産しいたけの使用を禁止 

･給食に提供された群馬県産しいたけから 103.7bq

が検出されたことがきっかけ(H23.1.27 使用、30 日

民間検査機関で測定)。 

塩尻市広陵中 栄養士の判断でしいたけ、福島、

茨城のものは使わない。 

北海道以南の太平洋沖の魚は使

わない。 

きのこを使用する場合は、まず菌床とおがくずの測

定検査を行い、不検出のきのこ農家から仕入れて

いる。 

埼玉県東松山市 2011年11月より当面きのこを使用し

ないことを決定 

･給食に提供された群馬県産マイタケから49.3bqが

検出（H23.10.28）されたことがきっかけ。 

･和風だし(リケン学校給食用)にだけ椎茸の粉末

が使用されているがこれも愛知県産。 

東京都目黒区 多種類のきのこを原則使用不可。

使用する際は、西の方のもので出

所がはっきりしているものを使用。 

2011年 2月 3日付厚生労働省による流通品の抜

き打ち検査で、栃木県矢坂市の原木椎茸で

600bqが検出されたことがきっかけ。 

神奈川県藤沢市 二学期から干しシイタケを使用しな

い。 

 

愛媛県松山市  きのこは全て愛媛産であるが、原木の産地確認を

行っている。 

高知県徳島市 きのことたけのこは県内産を使用。 原木きのこは使用せず、菌床栽培のものを使用。 

ちなみに、武蔵野市の給食食材の放射能検査で、長野県産まいたけから１１５ｂｑ（H23.11.17）、根曲がり竹から４．

７ｂｑ（H24.6.6）が検出されています。 

 

【資料６】 きのこについて 

・4月からきのこ原木や菌床用の培地の指標値が見直され、きのこ原木は、１５０ｂｑ→５０ｂｑと厳しくなったものの、 

菌床用培地は１５０ｂｑ→２００ｂｑと逆に甘くなった。  （農林水産省林野庁 HP より） 

※尚、菌床のセシウムはきのこになると倍になると言われている。菌床が２００ｂｑならば４００ｂｑになる。 

・長野県産しいたけ６３．９８ｂｑ/kg（トウキョウセキュリティー）、ぶなしめじ２．２ｂｑ（東都生協）、長野県産雪国舞茸１５ｂｑ

（東都生協） ※どちらもゲルマニウム半導体検出器で測定 

・栃木県施設栽培のきのこ↓**エリンギ ５,２bq/kg なめこ１３bq/kg ブナシメジ４７bq/kg まいたけ５５bq/kg (厚生労働省) 
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【資料７】緑茶（飲む状態 ｂｑ/kg ） 

静岡 ０,９１bq/kg神奈川 ４,７bq/kg東京 ５,４bq/kg埼玉 ８,２bq/kg群馬 １２bq/kg 千葉１４bq/kg茨城 １９bq/kg  

栃木 ２４bq/kg  (厚生労働省)  福岡２．４ｂｑ（セキュリティトウキョウ） 

スキムミルク（雪印）1.3ｂｑ/kg （セキュリティトウキョウ） 

 

＜その他参考まで＞ 測定結果を公表しているサイト 

厚生労働省 www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/mhlw3.html 

たけのこ幼稚園＊放射線測定室 ameblo.jp/takenoko-kids/- 

セキュリティートウキョウ http://securitytokyo.com/index.html    

チダイズム ameblo.jp/c-dai/ 

＜松本市の学校給食の基本方針＞ 

１．地産地消を基本に安全な食材を使用する 

1. 松本地域産  ２．長野県産  ３．国内産 

 以前から 1→2→3の順に仕入れているが、国内産についてはできるだけ安全な地域から納入するよう業者に依頼

している。また、国内産使用の原則は変えないが、入手困難な物については、やむを得ず国外産を使用する。（ワカ

メ、カジキ、鮭、イカ等） 

2．現状 

1. 米は 100％松本地域産を使用している。  ２．牛乳は 100％長野県内産を使用している。 

３． 豚肉はほとんどが県内産を使用している。（青森、熊本、福岡、鹿児島が若干入ることもある） 

4. 鶏肉は県内産が 50％、青森産が 50％。   ５．牛肉は使用していません。 

6. 魚はほとんど入札なので、産地を選んで決定している。 

7. 加工品は材料・成分を確認したうえで、全て栄養士が選定している。 

8. 保存食（干しいたけ、煮干し等）は、銘柄や産地指定している。 

9. 調味料（しょうゆ、米油等）はメーカー指定している。 

10. あらかじめ使用する材料が分かるので、公設市場で作成したカレンダーを基に、できるだけ影響が少ない産地

の食材で作れるよう献立を工夫している。 

3．今後の方針 

1. 子どもたちには決して危険なものを食べさせない。 

2. 今後とも安全・安心な食材を調達するよう努めるが、流通の混乱等により予定した食材の仕入れが困難な時に

は、献立を変更する場合もある。 

 きのこ類について 

松本市の学校給食で使用している「きのこ」の生鮮品はすべて長野県内産で、県が実施している放射線検査により安

全を確認しています。乾椎茸や乾燥きくらげ、冷凍のエリンギ等は、納入業者が提出する産地証明書及び放射線検査

証明書により安全を確認しています。  

http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/mhlw3.html
http://securitytokyo.com/index.html

